
◎孤独・孤立対策推進法 
（令和五年六月七日法律第四五号）   

一、 提案理由（令和五年四月一九日・衆議院内閣委員会） 

○小倉国務大臣 ただいま議題となりました孤独・孤立対策推進法案につきまして、そ

の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 近時における社会の変化により個人と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、日

常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立している

ことにより心身に有害な影響を受けている状態にある者の問題が深刻な状況にあります。 

 この法律案は、孤独、孤立の状態となることの予防、孤独、孤立の状態にある者への

迅速かつ適切な支援その他孤独、孤立の状態から脱却することに資する取組について、

その基本理念、国等の責務及び施策の基本となる事項を定めるとともに、孤独・孤立対

策推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤

独・孤立対策に関する施策を推進することを目的とするものです。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、孤独、孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであ

り、社会の変化により孤独、孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、

孤独、孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあら

ゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること等

を基本理念として孤独・孤立対策を行わなければならないことを定めるものです。 

 第二に、国及び地方公共団体の責務、国民の努力、関係者の連携及び協力等について

定めるものです。 

 第三に、孤独・孤立対策に関する施策として、その推進を図るための重点計画の作成、

孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、相談支援の推進、関係者相互の連携及び協

働の促進、当事者等への支援を行う人材の確保、養成及び資質の向上、地方公共団体及

び当事者等への支援を行う者に対する支援並びに孤独、孤立の状態にある者の実態等に

関する調査研究の推進について定めるものです。 

 第四に、地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図

るため、当事者等に対する支援に関係する機関等により構成される孤独・孤立対策地域

協議会を置くよう努めることとするものです。協議会は、その目的を達成するため、必

要な情報の交換及び支援の内容に関する協議を行い、その結果に基づき協議会の構成機

関等が支援を行うこととしています。また、協議会は、その構成機関等に対し、支援の

対象となる当事者等に関する情報の提供等の必要な協力を求めることができることとし、

協議会の事務に従事する者等は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならないこととしています。 

 第五に、内閣府に、特別の機関として、内閣総理大臣を本部長とする孤独・孤立対策

推進本部を設置するものです。本部は、孤独・孤立対策の重点計画を作成し、その実施



を推進すること等をつかさどることとしています。また、内閣府の事務に孤独・孤立対

策の推進に関する事務を追加することとしています。 

 なお、この法律案の施行期日は、令和六年四月一日としています。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和五年四月二七日） 

○大西英男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独・孤立対策に関する施策

を推進するためのものです。 

 その主な内容は、 

 第一に、孤独・孤立対策の基本理念を定めるものです。 

 第二に、孤独・孤立対策重点計画の作成について定めるものです。 

 第三に、内閣府に、孤独・孤立対策推進本部を設置するものです。 

 本案は、去る四月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会においては、翌十九日、小倉国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に

入りました。二十六日には参考人から意見を聴取し、同日質疑を終局しました。質疑終

局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月二六日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき

を期すべきである。 

一 孤独・孤立対策においては、当事者等への支援を行う者の活動が果たす役割の重要

性を踏まえつつ、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われるようにすること。 

二 国民の理解の増進等に関する施策を行う際には、社会のあらゆる分野において必要

な啓発活動を積極的に行うこと。 

三 相談支援体制の整備については、当事者等が相談しやすい環境を整備することの重

要性を踏まえて行うこと。 

四 地方公共団体等の孤独・孤立対策に係る施策を行うための支援の在り方について、

政府は地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で検討を行うこと。 

三、参議院内閣委員長報告（令和五年五月三一日） 

○古賀友一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 



 本法律案は、近時における社会の変化を踏まえ、孤独、孤立の状態にある方への支援

等、孤独・孤立対策の推進を図るため、その基本理念、国等の責務、施策の基本事項、

孤独・孤立対策推進本部の設置等について定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、孤独・孤立対策地域協議会の在り方、ＮＰＯ、社会福祉協議

会及び民生委員、児童委員等への支援、地方公共団体との連携、子供や高齢者の孤独、

孤立への対応策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願

います。 

 また、審査に先立ち、孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯの視察を行いました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、れいわ新選組の大島委員より反対の旨の意

見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月三〇日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 孤独・孤立対策においては、ＮＰＯ、社会福祉協議会及び民生委員・児童委員等当

事者等への支援を行う者の活動が果たす役割の重要性を踏まえつつ、当事者等の状況

に応じた支援が継続的に行われるよう、国や地方公共団体、関係者の連携と協働の促

進を図ること。 

二 ＮＰＯ等の活動をきめ細かく支援する観点から、ＮＰＯ等の活動の支援に必要な予

算の安定的な確保に努めるとともに、複数年契約の活用等によるＮＰＯ等の安定的な

活動を実現するため、十分な環境整備を行うこと。 

三 国民の理解の増進等に関する施策を行う際には、社会のあらゆる分野において必要

な啓発活動を積極的に行うこと。 

四 相談支援体制の整備については、当事者等が相談しやすい環境を整備することの重

要性を踏まえて行うこと。 

五 地方公共団体等の孤独・孤立対策に係る施策を行うための支援の在り方について、

政府は地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で検討を行い、その施策が円滑に実施

されるよう、ガイドラインの作成等により、地方公共団体に対して必要な情報提供を

行うこと。 

六 孤独・孤立対策重点計画に定める各施策の評価及び検証を適切に実施するとともに、

それを踏まえ、孤独・孤立対策の在り方について適宜見直しを行うこと。 

  右決議する。 

  

 


